
毛爾

平成 25年 1月 23日

原子力災害対策本部長

内閣総理大臣

安倍 晋三 殿

利

原子力災害対策特別措置法 (平成 11年法律第 156号 )第 20条第 2項 に基づ

く平成 24年 12月 11日 付け指示について、下記のとお り要請する。

rl己

1 次に掲げる品目について、出荷制限を解除すること。

(1)武茂川 (支流を含む。)及び栃木県内の那珂川のうち武茂川 との合流点の上

流 (支流を含む。ただ し、塩原ダムの上流及びその支流を除く。)において採

捕されたうぐい (養殖によ り生産されたものを除 く。 )

(2)栃木県内の渡良瀬川のうち 日光市足尾町内の区間 (支流を含む。ただ し、庚

申川 との合流点か ら下流の部分に限る。)において採捕されたやまめ (養殖に

よ り生産されたものを除 く。 )

2 解除を申請する理由

別紙 1及び別紙 2の とおり

（別添４）



(別紙 1)

1 解除を申請する理由

出荷制限指示の根拠 となるうぐいが採捕された平成 24年 4月 18日 、 4月

26日 、 4月 27日 、 5月 2日 以降、すべてのモニタ リング検査地点において基

準値 (100Bq/kg)を 下回つた 8月 6日 か ら平成 25年 1月 16日 の期間、武茂川

(支流を含む。)及び栃木県内の那珂川のうち武茂川 との合流点の上流 (支流を

含む。ただ し、塩原ダムの上流及びその支流を除 く。)の 7地点において 45検
体の検査を実施 したところ、検 出された放射性セシウムの平均値は 3 2Bq/kg、 最

大値は 8 8Bq/kgで あり、安定 して基準値 を下回つていることが確認されたため。

(図 1～ 図 2参照 )

2 那珂川のうぐいの出荷制限解除計画

(1)出荷制限を解除する範囲

武茂川 (支流を含む。)及び栃木県内の那珂川のうち武茂川との合流点の

上流 (支流を含む。ただ し、塩原ダムの上流及びその支流を除く。 )

3 解除後の出荷管理計画

(1)解除後のモニタリング計画

県は出荷制限が解除された後 も、武茂川 (支流を含む。)及び栃木県内の

那珂川のうち武茂川 との合流点の上流 (支流を含む。ただ し、塩原ダムの上流

及びその支流を除 く。)において、毎週 7箇所でサ ンプリングを行い検査を実

施する。

分析機関 :(一財)海洋生物環境研究所等

市町村 区  域 解除後のモニタリング計画

那須塩原市

、大 田原市

、那須町、

那珂川町

武茂川 (支流を含む。)及び

栃木県 内の那珂川 の うち武

茂川との合流点の上流 (支流

を含む。ただし、塩原ダムの

上流及びその支流を除く。)

7箇所

漁期間 (通年)の毎週

(2)モ ニタリング調査によ り基準値 を超える結果が判明 した場合の対応

基準値 を超える結果が出た場合には、即時に各関係漁業協同組合に対 し、

武茂川 (支流を含む。)及び栃木県内の那珂川のうち武茂川 との合流点の上

流 (支流を含む。ただ し、塩原ダムの上流及びその支流を除 く。)における

うぐいの出荷 自粛を求める。



(昇J痢氏2)

解除を申請する理由

出荷制限指示の根拠 となるや まめが採捕された平成 24年 6月 12日 及び 7

月 18日 以降、 7月 27日 か ら 12月 5日 の期間、栃木県内の渡良瀬川のうち 日

光市足尾町内の区間 (支流を含む。ただ し、庚 申川 との合流点か ら下流の部分に

限る。)の 2地点において 14検体の検査を実施 したところ、検出された放射性

セシウムの平均値は 1.4 Bq/kg、 最大値は 1 2Bq/kgで あ り、安定 して基準値 を

下回つていることが確認されたため。 (図 3～図 4参照 )

2 渡良瀬川のやまめの出荷制限解除計画

(1)出荷制限を解除する範囲

栃木県内の渡良瀬川のうち 日光市足尾町内の区間 (支流を含む。ただ し、

庚 申川 との合流点か ら下流の部分に限る。 )

3 解除後の出荷管理計画

(1)解除後のモニタリング計画

県は出荷制限が解除された後 も、やまめの漁期間中 (3月 ～ 9月 )は、栃

木県内の渡良瀬川のうち 日光市足尾町内の区間 (支流を含む。)において、

毎週 5箇所でサンプリングを行い検査を実施する。

また、解禁前月 (2月 )においても同様の検査 を実施する。なお、天候等

の事情によ り解禁前月の調査が実施できない場合は、関係漁業協同組合に対

し、基準値 を下回つていることが確認されるまではやまめを持ち帰 らないよ

うに釣 り人に周知するよう要請する。

分析機関 :(一財)海洋生物環境研究所等

市町村 区  域 解除後のモニタリング計画

日光市足

尾町
栃木県内の渡良瀬川のうち日

光市足尾町内の区間 (支流を

含む。 )

5箇所 (渡 良瀬川本流 :2箇

所、餅ヶ瀬川 :1箇所、庚申

川 :1箇所、神子内川 :1箇

所 )

解禁前月 (2月 )及び漁期間 (3月 ～

9月 )の毎週

(2)モ ニタリング調査によ り基準値 を超える結果が判明 した場合の対応

基準値 を超える結果が出た場合には、即時に関係漁業協同組合に対 し、栃

木県内の渡良瀬川のうち 日光市足尾町内の区間 (支流を含む。)におけるや

まめの出荷 自粛を求める。



那珂jil水系ウグイモニタリング図(H25。 1.18現在) 図 1

採捕日/Cs 3q/kg

塩原ダム

武

蔵

電観
、

邦

面

}1｀

森田頭首IE

―

採捕可能な区域

鰯翻触な r 
出荷制限指示の区域

筆

＝

》ヽ
、熱
電
亀
轟
島 ダ

磯

響

彦
れ
に一）
町
鶴
薔
囃
「

余笹川
4.18/140
427/120
5.10 /110

611/140
82/76
10.4/40
10.29/41
11.5/39
11.12 /29

11.19/37
115 /19

意`ン」墨磁

黒川
4.18/420
427/190
510/92
611/100
82/83
104/37
10.29ノ 60

115/29
1112/27
1119/30
1.15/14

1.15/16

115/29

那珂川{中 流)

4.18/110
4.26/120
5.10/100
6.12 /120

8.6/88
104/33
1029/27
11.5/40
11.12/49
1119/48
12.3/22
1211/43
116/19

那珂川(上流}

52 /100
1029/27
115/23
11.12/22
1119/28

筆川
427/71
52 /120
515 /55
68/98
8.6/45
10.4/37
10.29/30
115/41
11.12/48
11.19/57
12.3 /22

12.11/31

那珂川

{下流 )

10.29/20
11.5/47
11.12/29
11,19 /32

4.17/44
5.2/28
5,14/79
5.28/ND
6.12 /7.3

8.8 /22
1010/57
1119/ND

4.10/68
427/52
514/31
5.28/66
6.12/27
8.10/26
1010/30
11.19/29

5.2/81
11.19/ND

武茂川
5.2/40
5.28/27
612/38
88/ND
10.10/20
10.29/12
11.5/15
11.12/16
1119/15



那珂川水系ウグイモニタリング散布図 (H25.1.18現在)図 2
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7地点・45検体での検査実施状況

○平均値 32Bq/kg

O最大値 88Bq/kg



渡良瀬川(上流)ヤマメモニタリング図 (H24.12.14現 在)図 3
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渡良瀬川 (上流)ヤマメモニタリング散布図 (H24.12.14現在)図 4
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○渡良瀬川 :6/26′ 7/6′ 7/18′ 7/27′ 8/10,8/29,11/2,11/16′ 11/26′ 12/5)
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採捕 日

H247.27～ H2412.5の 期間

2地点・14検体での検査実施状況

○平均値 1 4Bq/kg

O最大値 12Bq/kg




